
岩手県後期高齢者医療広域連合様向け 
「重複・多重投薬者訪問指導業務」 

勧奨対象者点検業務について 

令和 元年１０月１５日 
 

岩手県薬剤師会 
株式会社日本医事保険教育協会 



１．重複・多重投薬者訪問指導業務 とは 
 経済財政運営と改革の基本方針２０１４（平成 26 年６月 24 日閣議決定）において、ICTの活
用を更に進める観点から、各保険者が自らの被保険者に対して、レセプト・健診等のデータを利活
用した後発医薬品の使用促進、かかりつけ医の協力を得て患者に対する意識改革を進めることによ
る頻回受診の抑制や、生活習慣病の早期治療等による重症化予防、公的保険外サービスの活用を含
む予防・健康管理の取組（データヘルス）を進める中で、医療費の効率化の効果等を指標とした評
価を含めたPDCAサイクルの取組を促す。 
 ことが定義され 
 事業概要として、レセプト等情報により選定した重複・多量投薬者等に対して、地域薬剤師会の
協力を得て、薬剤師等による訪問指導及びその結果を処方医、薬局へのフィードバックを行うこと
により、医薬品の適正使用の推進を図る。 
 との方針が示されました。 
 
 岩手県では平成３０年度より、岩手県後期高齢者広域連合 様において、本方針に沿った事業が
実施されています。本事業において「勧奨者絞り込み及び訪問指導」について、盛岡市薬剤師会が
事業に参加しています。 
 
  

広域連合 
  

専門業者 盛岡市薬剤師会 

被保険者 

・レセプト分析 
・電話勧奨 
・効果測定 

・鑑賞者絞り込み 
・訪問指導 



２．平成３０年度の事業効果 

・薬剤数（剤数）は、4,129 剤から 3,759 剤に減少（▲ 348 剤）。 
 
・一人当たり薬剤数は、20.645 剤から 18.795 剤に減少（▲ 1.85 剤）。 
 
・薬剤費は、9,311,166 円から 8,012,408 円に減少（▲ 1,137,445 円）。 
 
・一人当たり薬剤費は、46,556 円から 40,062 円となった（▲ 6,494 円）。 

 平成３０年度は、２２２名に対し通知書を送付。その後電話勧奨を行い、最終的に数名の方に訪
問指導を実施しています。 
 本事業を行った結果、以下事業効果が認められました。 
 ※効果測定月に処方実績があった方のみにおいて、勧奨前後の処方状況を比較。 

年間約13,650,000円の薬剤費削減効果が認められています。 



３．今年度事業概要と勧奨対象者点検業務 

日本医事保険教育協会 

【岩手県薬剤師会により対応を行う内容】 
 １．機械抽出された候補者リスト（２，０００名）を目視点検により６００名に絞り込み。 
 ２．通知書受領者が来局された際の窓口対応（最大６００名）。 
 ３．必要に応じて、訪問指導を実施（最大３０名）。 

候補者リスト
2,000人

（電子レセプトから抽
出）

薬剤師による、
要勧奨対象者絞

り込み

通知書作成・送付
（６００人）

ご自宅に通知書を郵送

岩手県薬剤師会

・・・・・・

岩手県内薬局

薬局への事業通知
（薬局別通知者情報を提供）

薬局別通知者一覧

通知書持参

必要に応じて
窓口にて被保険者の

同意を得た後訪問指導を実施

IOTを利用した抽出に
は限界があり、薬剤師
の目視点検が必要

・窓口対応
　次ページに概要を記します。

通知対象者への対応を実施した
場合は、報告書（レ点付記中
心）を起票願います。

起票後、岩手県薬剤師会宛ＦＡ
Ｘにて送付願います。

【最大３０名】

【最大６００名】

勧奨対象者点検業務 



４．勧奨対象者点検業務 
 （１）概要 

候補者リスト
2,000人

（電子レセプトから抽
出）

薬剤師による、
切り分け

要勧奨 勧奨不要 不明

平成３１年３月～令和１年５月診療のうち、 
・複数の医療機関に受診され、１０剤以上の処方が行われている。  
・単独の医療機関を受診され、２５剤以上の処方が行われている。 
方を対象とし「服薬リスト」を印刷し、協力頂ける薬剤師様所属薬局
に、送付いたします。 
 
ご協力いただける薬剤師様人数にもよりますが、お一人あたり５０人
程度を想定しています。 

服薬リストには、３か月分の日別・薬局別・医療機関別に処方内容が印刷されていますの
で、本内容を参照頂き服薬リスト冒頭にある、チェック欄にチェックをお願いします。 
チェック欄は以下３種となっています。 
 
□要勧奨 □勧奨不要 □不明 
 
チェック後、服薬リストと同封されているクリアファイルに、要勧奨、勧奨不要、不明別
に格納をお願いします。 



5．勧奨対象者点検業務 
 （２）服薬リスト 

服薬リストには個人情報は表示さ
れません。 
 
平成３１年３月～令和１年５月診
療分の院内及び院外処方内容が、
日別・薬局別・医療機関別に出力
されます。 

処方内容を参照され、 
 
・気になる点がある場合 
 【要勧奨】  にチェック 
 
・気になる点が無い場合 
 【勧奨不要】 にチェック 
 
・よく分からない場合 
 【不明】   にチェック 

要勧奨及び不明（不明時は処方量
等により、委託会社にて点検を行
います）にチェックされている方
に対し、本服薬リストを本人に郵
送し、かかりつけ医もしくはかか
りつけ薬局への相談を促します。 



5．勧奨対象者点検業務 
 （３）チェック後の対応 

チェック頂いた服薬リストは、 
同封していますクリアファイルに 
チェック区分毎に格納願います。 

クリアファイル クリアファイル クリアファイル 返信用封筒 

同封されたチェックリ
ストに件数及び薬剤師
番号等必要事項を記載
頂き、返信用封筒に同
封願います。 

要勧奨 勧奨不要 不明 

チェック 
リスト 

口座 
登録票 

同封された口座登録表
に必要事項記入の上、
返信用封筒に同封願い
ます。 



5．勧奨対象者点検業務 
 （４）チェックリスト 

チェックリストには 
貴薬局名・貴殿名 および 
送付服薬リスト数を印刷しています。 
 
チェック数を区分別に確認頂き、記載願
います。この際合計数が送付服薬リスト
数と一致する事を確認ください。 
 
 

ご協力頂いた薬剤師様の 
・資格取得年月日（薬剤師名簿登録日） 
・薬剤師免許の登録番号 
 
を合わせて追記願います。 
※本情報はご協力頂いた薬剤師様情報と 
 して、岩手県後期高齢者医療広域連合 
 に提出する為に必要となります。 
 



６．お問合せ 

不明点等につきましては、専門業者まで、メールにてお問合せください。 
 
本事業を岩手県後期高齢者医療広域連合から受託している専門業者は以下
のとおりです。 
 
 
株式会社日本医事保険教育協会 
 
〒108-0073 
東京都港区三田1丁目4番28号 三田国際ビル1８階 
 
TEL03-6436-3860 
 
担当者 穴見（アナミ） 
担当者 メールアドレス：anami@nihoniji.com 


